
Ⅴ　財政健全化比率にみる財政状況

（表－１）各健全化判断比率の状況
（単位：％）

東松島市 早期健全化基準 財政再生基準

実 質 赤 字 比 率 0.00 13.29 20.00

連 結 実 質 赤 字 比 率 0.00 18.29 35.00

実 質 公 債 費 比 率 13.2 25.0 35.0

将 来 負 担 比 率 85.1 350.0

標 準 財 政 規 模 10,284,104千円
臨時財政対策債発行可能

額
951,700千円

（表－２）実質収支額と連結実質赤字比率等の状況
（単位：千円）

会　　計　　名 平成２２年度

一 般 会 計 507,819 　※一般会計実質収支額

実 質 赤 字 比 率 （ ％ ） △4.93 % 　※一般会計実質収支額／標準財政規模

国 民 健 康 保 険 事 業 154,722

老 人 保 健 医 療 事 業 1,561

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 6,436

介 護 保 険 事 業 85,125

介 護 サ ー ビ ス 事 業 3,917

農 業 集 落 排 水 事 業 2,882

漁 業 集 落 排 水 事 業 506

下 水 道 事 業 3,116

合　　　　計 766,084 　※各会計実質収支額の合計

連結実質赤字比率（％） △7.44 % 　※各会計実質収支合計額／標準財政規模

※実質収支又は連結実質収支が黒字の場合は、「実質赤字比率（％）」又は「連結実質赤字比率（％）」
　は負（△）の値で表示されます。
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平成１９年度決算から『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』において従来の財政指標に

変えて、地方自治体の財政健全化を判断する指標として「実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質

公債費比率、将来負担比率」が導入され公表することとなり、今年度はその比較推移をみることが

できました。

東松島市の各指標は『表－１』によると赤字比率については単独、連結ともに黒字となっており、

健全状態にあると言えます。また、決算に占める公債費の負担割合を判断する実質公債比率につい

ての３ヵ年平均では14.1％と前年度と比較し0.3％減少し、さらに、同様に地方債残高や債務負担行

為により将来的に負担が見込まれる支出の割合を表す将来負担比率については、109.5％といった状

況になっており、今後も総合計画の実施による起債発行と公債費償還額の増加が見込まれることか

ら、将来的に財政状況の健全化を維持する必要があると思われます。

『表－２』については、実質赤字比率及び連結実質赤字比率の算定基礎となる一般会計のほか各

特別会計等の実質収支額等を示しております。東松島市においては、現在のところ各会計共に黒字



（表－３）　実質公債費比率の状況

（単位：千円）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
公債費充当一般財
源等額（繰上償還
額及び満期一括償
還地方債の元金に
係る分を除く）

満期一括償還地方
債の１年当たりの
元金償還金に相当
するもの（年度割
相当額）等

公営企業に要する
経費の財源とする
地方債の償還の財
源に充てたと認め
られる繰入金

一部事務組合等の
起こした地方債に
充てたと認められ
る補助金又は負担
金

公債費に準ずる債
務負担行為に係る
もの

一時借入金の利子 災害復旧費等に係
る基準財政需要額

平成20年度 1,690,080 10,000 447,798 222,015 7,964 605,272 

平成21年度 1,853,657 10,000 431,372 183,133 9,034 763,067 

平成22年度 1,861,377 10,000 562,159 110,297 8,714 876,186 

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭
標準税収入額等 普通交付税額 臨時財政対策債発

行可能額
事業費補正により
基準財政需要額に
算入された公債費

事業費補正により
基準財政需要額に
算入された公債費
（準元利償還金に
係るものに限
る。）

災害復旧費等に係
る基準財政需要額
（準元利償還金に
係るものに限
る。）

密度補正により基
準財政需要額に算
入された元利償還
金

平成20年度 4,356,496 4,714,834 427,905 162,645 223,329 204,507 12,698 

平成21年度 4,220,303 4,914,903 664,129 148,492 208,509 199,312 12,701 

平成22年度 4,066,678 5,265,726 951,700 141,688 173,810 255,592 12,644 

⑮ ⑯ ⑰

密度補正により基
準財政需要額に算
入された準元利償
還金（地方債の元
利償還額を基礎と
して算入されたも
のに限る。）

地方財政法第５条
の４第１項第２号
の規定に基づき総
務大臣が定める額
（算入公債費の
額）
（特別区のみ記
入）

地方財政法施行令
第12条の規定に基
づき総務大臣が定
める額（算入準公
債費の額）
（特別区のみ記
入）

平成20年度 15,736 平成20年度 13.94155

平成21年度 16,072 平成21年度 13.47791

平成22年度 14,992 平成22年度 12.23307

【実質公債費比率算定式】

（参考）

ＰＦＩ事業に係る
債務負担行為に係
るもの（省令第７
条第１号）

いわゆる五省協定
等により、利便施
設及び公共施設を
買い取るために
行った債務負担行
為に係るもの（省
令第７条第２号）

国営土地改良事業
並びに独立行政法
人森林総合研究
所、独立行政法人
水資源機構及び独
立行政法人環境再
生保全機構の行う
事業に対する負担
金（省令第７条第
３号）

地方公務員等共済
組合が建設した職
員住宅等の無償譲
渡を受けるために
支払う賃借料（省
令第７条第４号）

社会福祉法人が施
設の建設のために
借り入れた借入金
の償還に対する補
助（省令第７条第
５号）

その他これらに準
ずると認められる
もの（省令第７条
第６号）

利子補給に係るも
の（政令第11条第
４号）

平成20年度 7,964 

平成21年度 9,034 

平成22年度 8,714 

①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥－⑦－⑪－⑫－⑬－⑭－⑮－⑯－⑰

⑧＋⑨＋⑩－⑦－⑪－⑫－⑬－⑭－⑮－⑯－⑰

実質公債費比率
（単年度）

実質公債費比率
（３カ年平均）

13.2

⑤の内訳



（表－４）　将来負担比率の状況

【将来負担額の状況】
（単位：千円）

16,480,208 507,088 9,003,282 537,441 2,637,165

（単位：千円）

地方道路公社 土地開発公社 第三セクター等

0 0 0 0 0 0

【充当可能財源等の状況】
（単位：千円）

うち都市計画税

3,077,686 871,013 0 17,713,703

【将来負担比率の算定】

8,809,192

将来負担比率　（％）

85.1

標準財政規模　Ｃ 算入公債費等の額　Ｄ

Ｃ　－　Ｄ

Ａ　－　Ｂ

29,165,184 21,662,402

7,502,782

10,284,104 1,474,912

充当可能基金
充当可能
特定歳入

基準財政需要額
算入見込額

将来負担額　Ａ 充当可能財源等　Ｂ

退職手当
負担見込額

設立法人の
負債額等

負担見込額

連結実質
赤字額

組合等連結実質
赤字額負担見込額

地方債の現在高
債務負担行為に

基づく支出予定額
公営企業債等
繰入見込額

組合等
負担等見込額

―

―

＝ ＝


